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１ 共通事項 

 (1) 提出書類の作成に当たり、正本は図 １に示す方法により袋綴じ（ただし、袋綴

じは「参加資格審査に関する提出書類」「対面的対話に関する提出書類」「価格提

案書」「様式８－１」「様式８－２」以外の書類に限る。）にて作成し、代表企業の

割印を施すこと。正本の表紙は、図 ２を参考に作成すること。副本は書類毎に調

製し、簡易ファイルに綴じ、ファイルの表面と背表紙にタイトル及び応募者番号

を記載した紙面を糊付けすること。 

 (2) 「参加資格審査に関する提出書類」及び「対面的対話に関する提出書類」の正

本は、(1)に記した副本の製本に準じること。 

 (3) 副本の表紙、背表紙は図 ３の見本を参考に作成すること。 

 (4) 対面的対話に関する提出書類のうち、対面的対話用資料（様式４－２）につい

ては、電子媒体に記録したものを１部提出すること。 

 (5) 次の提出書類については、正・副本のほか、正・副本を電子媒体に記録したも

のを１部提出すること。その場合、一式をまとめて応募者番号を記載した任意の

封筒に入れ封印して提出すること。 

  ア 基礎審査に関する提出書類（様式６－３、６－４） 

  イ 非価格要素審査に関する提出書類（様式７－１～７－２８） 

  ウ 事業計画に関する提出書類（様式８－３～８－１６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ 袋綴じの方法（正本） 

 

 

  

背表紙（白紙）を糊付け 

（表面） （裏面） 

裏 表 紙 

印 

代表企業の割印 

印 

表 紙 
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事業提案書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

柏崎市市長 櫻井 雅浩 様 

 

（代表企業）                

商号又は名称              

所  在  地              

代 表 者 名          印   

 

 

 

 

令和６年（２０２４年）４月１１日付で公告された「柏崎市新ごみ処理場整備・運

営事業」の事業提案書について、別添のとおり提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ 表紙イメージ（正本） 
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図 ３ 表紙・背表紙イメージ（副本） 

 

 

 

 

 

 

  

柏崎市新ごみ処理場整備・運営事業 

基礎審査に関する提出書類 

Ａ４版 表紙 背表紙 

各書類共通 

指定表紙タイトル 

市が交付する応募者番号 

 

● 

応募者番号：   ●     
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※価格提案書等を提出する封筒は、長形３号を基本とすること。 

※印については、参加資格審査に関する提出書類の使用印鑑届に基づく印を用いるこ

と。 

※様式８－１及び８－２の正本を１部同封すること。 

 

図 ４ 価格提案書等封筒記載イメージ 

 

 

  

応募用封筒記載例

（表）

価格提案書、様式８－１(事業費)、様式８－２(設計・建設工事費)在中

柏崎市市長　櫻井　雅浩様

　　　商号又は名称
　　　所　 在　 地
　　　代 表 者  名

令和　　年　　月　　日

（裏）

     事業名　  柏崎市新ごみ処理場整備・運営事業

　　 事業場所　新潟県柏崎市松波四丁目地内

印

印 印印
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２ 個別事項 

現地説明会に関する提出書類【正本１部】 

各様式は、綴じずに提出すること。 

様式番号 書 類 名 備 考 

１－１ 現地説明会への参加申込書  

１－２ 現地説明会に係る誓約書  

 

募集要項等に関する質問書【正本１部】 

各様式は、綴じずに提出すること。 

様式番号 書 類 名 備 考 

２－１ 第１回募集要項等に関する質問書 

（参加資格） 

 

２－２ 第１回募集要項等に関する質問書 

（参加資格以外） 

 

２－３ 第２回募集要項等に関する質問書  

 

参加資格審査に関する提出書類【正本 1 部】 

Ａ４縦長左綴じで両面印刷により提出すること。 

様式３－１が表紙となるように「１ 共通事項」に示す要領で綴ること。 

様式番号 書 類 名 備 考 

３－１ 参加資格審査申請書  

３－２ 応募者の構成  

３－３ 委任状（代表企業）  

３－４ 参加資格要件確認書 その１（①～⑤）  

３－５ 参加資格要件確認書 その２  

３－６ 参加資格要件確認書 その３  

３－７ 応募辞退届  
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対面的対話に関する提出書類【正本１部・副本１２部】 

Ａ４縦長左綴じ、両面印刷により提出すること(Ａ３は片面印刷でＡ４サイズ

に折り込むこと)。 

副本１２部には様式４－１を添付することなく、図 ３を参考に簡易ファイル

に綴じること。 

対面的対話用資料（様式４－２）は、電子媒体に記録したものを１部提出す

ること。 

様式番号 書 類 名 備 考 

４－１ 対面的対話の申込書 正本のみ 

【様式４－２ 対面的対話用資料（①～⑤）】 

４－２① 全体処理フロー図 電子媒体はＰＤＦ

とすること。 

 

 

 

４－２② 工事中の配置・動線計画 

４－２③ 全体配置・動線計画 

４－２④ 設計・建設期間の工程 

４－２⑤ 質問事項 

 

価格提案書【正本１部】 

価格提案書（様式５－１）は、図 ４を参考に封筒に入れて提出すること。 

様式番号 書 類 名 備 考 

５－１ 価格提案書  

 

事業提案書 

事業提案書として、「基礎審査に関する提出書類」、「非価格要素審査に関する提

出書類」、「事業計画に関する提出書類」を提出すること。 

基礎審査に関する提出書類【正本１部・副本１２部】 

Ａ４縦長左綴じ、両面印刷により提出すること(Ａ３は片面印刷でＡ４サイ

ズに折り込むこと)。 

副本１２部には様式６－２を添付することなく、図 ３を参考に簡易ファイ

ルに綴じること。 

様式番号 書 類 名 備 考 

６－１ 提案書類の整合確認書  

６－２ 要求水準に関する誓約書 正本のみ 

６－３ 提案設計資料  

６－４ 要求水準に対する設計仕様書 

提案内容が仕様と

同様の場合は提案

内容記入欄に“○”

を記載すること。 
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非価格要素審査に関する提出書類【正本１部・副本１２部】 

Ａ４縦長左綴じ、原則両面印刷により提出すること。 

様式番号 書 類 名 備 考 

７－１ 事業実施体制 Ａ４ ２頁以内 

７－２ リスク管理 Ａ４ １頁以内 

７－３ 工程管理 Ａ４ ２頁以内 

７－４ 施工計画 Ａ４ １頁以内 

７－５ 安全対策・環境対策 Ａ４ ２頁以内 

７－６ 既存ごみ処理場の稼働確保 Ａ４ １頁以内 

７－７ 機器配置計画 Ａ４ １頁以内 

７－８ 施設・メンテナンス計画 Ａ４ １頁以内 

７－９ 運営業務期間終了時の引渡し Ａ４ １頁以内 

７－１０ 設計・建設業務における地元企業発注 Ａ４ １頁以内 

７－１１ 運営業務における地元企業発注 Ａ４ １頁以内 

７－１２ 地元雇用 Ａ４ １頁以内 

７－１３ 自由提案 Ａ４ １頁以内 

７－１４ 公害防止の対応 Ａ４ ２頁以内 

７－１５ 作業環境保全対策 Ａ４ １頁以内 

７－１６ 焼却残さ量低減 Ａ４ １頁以内 

７－１７ プラントシステムの信頼性 Ａ４ １頁以内 

７－１８ 事故の発生防止に向けた対策 Ａ４ １頁以内 

７－１９ 運転管理体制 Ａ４ ２頁以内 

７－２０ 搬入管理 Ａ４ １頁以内 

７－２１ 全体配置・動線計画 Ａ４ ２頁以内 

７－２２ 外観デザイン計画 Ａ４ １頁以内 

７－２３ 災害に強い強靭な施設 Ａ４ ２頁以内 

７－２４ エネルギー回収能力 Ａ４ １頁以内 

７－２５ 需要に応じたエネルギー回収 Ａ４ １頁以内 

７－２６ 脱炭素 Ａ４ １頁以内 

７－２７ 環境学習機能 Ａ４ ２頁以内 

７－２８ 長寿命化計画 Ａ４ １頁以内 
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事業計画に関する提出書類【正本 1 部・副本１２部】 

様式８－１及び８－２は、図 ４を参考に価格提案書を提出する封筒に１部

同封すること。 

様式８－１及び８－２以外については、Ａ４縦長左綴じ、両面印刷により

提出すること(Ａ３は片面印刷でＡ４サイズに折り込むこと)。 

副本１２部には様式８－１及び８－２を添付することなく、図 ３を参考に

簡易ファイルに綴じること。 

様式番号 書 類 名 備 考 

８－１ 事業費 
正本のみ 

価格提案書に同封 

８－２ 設計・建設工事費 
正本のみ 

価格提案書に同封 

８－３ 
運営業務委託費【平準化後】（エネルギー回収型

処理施設） 

 

８－４ 
運営業務委託費【平準化後】（マテリアルリサイ

クル推進施設） 

 

８－５ 運営固定費Ａ（運転経費Ａ）【平準化前】  

８－６ 運営固定費Ｂ（運転経費Ｂ）【平準化前】  

８－７ 運営固定費Ａ（維持管理費Ａ）【平準化前】  

８－８ 運営固定費Ｂ（維持管理費Ｂ）【平準化前】  

８－９ 運営固定費Ａ（人件費Ａ）【平準化前】  

８－１０ 運営固定費Ｂ（人件費Ｂ）【平準化前】  

８－１１ 運営固定費Ａ（その他経費Ａ）【平準化前】  

８－１２ 運営固定費Ｂ（その他経費Ｂ）【平準化前】  

８－１３ 運営変動費Ａ（処理対象物変動費）  

８－１４ 運営変動費Ｂ（処理対象物変動費）  

８－１５ 事業収支表（特別目的会社を設立する場合）  

８－１６ ＳＰＣ関連費用（特別目的会社を設立する場合）

（①～③） 
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３ 記載要領 

 (1) 次に示す提出書類については、応募者の企業名を特定または類推できる記載を

行わないこと。 

  ア 基礎審査に関する提出書類（様式６－３～６－４） 

  イ 非価格要素審査に関する提出書類（様式７－１～７－２８） 

  ウ 事業計画に関する提出書類（様式８－１～８－１６） 

 (2) 造語・略語を使用する場合には、一般用語・専門用語を用いて初出の箇所に定

義を記述すること。 

 (3) 他の様式や補足資料に関連する事項が記載されているなど、参照が必要な場合

には、該当する様式番号、ページ等を適宜記入すること。 

 (4) 使用する用紙は、特に指定のない限り、Ａ４縦長横書き両面とすること。 

 (5) ページ数に制限がある場合には、遵守すること。 

 (6) 文章に使用するフォントは原則として明朝体、１１ｐｔ以上とする（項目見出

し等に用いるフォントについては明朝体以外のフォントでもよい）。図中又は表中

の文字に関しては可能な限り８ｐｔ以上とすること。また、行間は読みやすさを

考慮すること。なお、判読できない大きさの文字等が使用されている場合は失格

とすることがある。 

 (7) 次に示す提出書類については、それぞれの書類単位で用紙中央・最下段に通し

番号を付すこと。［該当ページ番号／各審査書単位の総ページ数］。 

  ア 基礎審査に関する提出書類（様式６－３～６－４） 

  イ 非価格要素審査に関する提出書類（様式７－１～７－２８） 

  ウ 事業計画に関する提出書類（様式８－３～８－１６） 

 (8) 各書類の所定の欄に、本市から交付された応募者番号を記入すること。 

 (9) 提出書類に記載内容を補助する目的の範囲内で簡易な図・表・写真を挿入して

構わない。 

 (10) 提出書類は記載内容を補助する目的の範囲内で着色を行っても構わない。 

 (11) ＤＶＤ－Ｒの提出に当たっては、様式８－１及び８－２を除き、提出書類と同

じ内容を保存するものとし、Microsoft 社の Word 及び Excel により作成するもの

とする（計算の数式や他のシートとのリンクが残ったままで提出すること）。また、

「基礎審査に関する提出書類」「非価格要素審査に関する提出書類」「事業計画に

関する提出書類（様式８－１及び８－２を除く。）」は、各提出書類をＰＤＦファ

イルで一式にまとめたファイルも保存すること。当該ＤＶＤ－Ｒには、上段に「柏

崎市新ごみ処理場整備・運営事業」、下段に「応募者番号」「提出日」を明記し、

任意の封筒に入れ封印し提出すること。 

 (12) 図面は、ＪＩＳの建築製図通則に従い作図すること。 

 

 

 


